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第 1 章 観光施設個別施設計画の背景・目的等 

１-１．背景 

伊東市（以下、「本市」という。）では、高度成長期における人口増、行政需要の拡大などを背

景に多くの公共建築物やインフラ資産（以下、「公共施設等」という。）を整備してきました。し

かし、これらの公共施設等の約半数が既に完成後30年以上を経過し、老朽化が進んでいることか

ら、今後は、安全・安心なサービス提供のための維持補修に加え、大規模改修や建替えが必要とな

ることが見込まれるとともに、その時期が集中することが予想されます。さらに、社会構造や市民

ニーズの変化により、公共サービスのあり方を改めて見直す必要性にも迫られています。 

また、財政面では、全国の多くの自治体と同様に、人口減少や少子高齢化の進展に伴い、税収の

減少が予測される一方で、社会保障費は年々、増加傾向にあります。これに加え、公共施設等の維

持管理費や更新費用が本市の財政運営にとって大きな負担になることが予想されます。 

レクリエーション施設・観光施設の延床面積は、総延床面積の 0.4％を占めるにすぎませんが、

築年数が 30~55 年となっており、今後まとまった施設修繕費が発生することが予測されます。 

このため、観光施設の更新時期が集中し、施設修繕や建替えに多額の費用が必要になると考えら

れており、計画的、効率的に観光施設の整備や維持管理を行い、施設の長寿命化等を進めることに

より将来負担の軽減を図ることを目的として、「伊東市観光施設個別施設計画」（長寿命化計画）を

策定します。 

 

 

１-２．目的 

伊東市観光施設個別施設計画（以下、「本計画」という。）は、本市の観光施設について、上記の

背景や第五次伊東市総合計画（2021 年度）、第 3 次伊東市観光基本計画（2019 年度）を踏まえて

総合的な観点で捉え、中長期的な視点で修繕、改築、維持管理等に係るトータルコストの縮減及び

予算の平準化を図りつつ、観光施設に求められる機能・性能を確保することを目的としています。 
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１-３．計画の位置づけ 

本計画は伊東市公共施設等総合管理計画に基づく観光施設の個別施設計画として位置付けます。 

 

■計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-４．計画期間 

計画期間は、上位計画である伊東市公共施設等総合管理計画と整合を図りつつ、2021 年度から

2035 年度までとし、原則として 5 年ごとに計画の見直しを行うことを基本とします。 

 

計画期間 

 
2021年度から2035年度までの15年間 

（5年ごとに見直し） 

 

 

１-５．対象施設 

本計画の対象施設は、下記の４施設を対象とします。なお、小規模な建物（プール付属小屋等）

は対象外とします。 

 

■対象施設 

施設名 
延床面積 

（㎡） 
建築年度 経過年数 

観光会館 本館 4,657.85 1965 年度 55 年 

観光会館 別館 765.26 1981 年度 39 年 

ふれあいセンター 856.80 1991 年度 29 年 

市営海浜プール 132.00 1966 年度 54 年 

国 

 
 

 

インフラ長寿命化計画 

国土強靭化計画 

 

 第五次伊東市総合計画 
 

 伊東市総合戦略 

 

 

 

 

伊東市公共施設等総合管理計画 
 

伊東市観光施設個別施設計画 

市 
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第２章 観光施設の目指すべき姿 

第五次伊東市総合計画では、まちの将来像に『出会い つながり みんなで育む 自然豊かなやさ

しいまち いとう』を掲げており、活力にあふれ交流でにぎわうまちを目指す施策として「地域資源

の魅力向上」を位置づけています。以下は、総合計画に位置づける「地域資源の魅力向上」に関する

目標と方策の内容です。 

■「地域資源の魅力向上」 

施策が 

目指す姿 

観光客：地域資源に魅力を感じ来訪する 

市内観光関連事業者：地域資源の魅力を広く発信し、誘客につなげる 

施策の 

方針 

・地域資源の魅力発信や観光客のニーズを把握するため、数値根拠に基づいたデジタ

ルマーケティングやプロモーションを実施していきます。 

・旅行者の利便性向上のため、大手検索エンジンが提供する無料ツールへの店舗情報

の登録を促進し、市内消費の拡大を図ります。 

・公式サイトである「伊豆・伊東観光ガイド」の更新頻度を上げるとともに、誘客に

つながるようコンテンツについても充実を図ります。 

・市民や観光事業者と連携し、本市のブランドイメージ確立に向け取り組みます。 

・産業施策と連携し、地域の消費活性化を図ります。 

・既存の観光施設を計画的に整備し、利用者の利便性を向上させ、高付加価値を図り

ます。 

・既存のイベントを見直すとともに、観光客の滞在時間を増やすようなイベント、仕

組みの構築及び実施を図り、効果的なＰＲに努めます。 

・観光案内板の多言語化等の整備を進めるとともに、外国メディアの受入、トップセ

ールスへの参加等、インバウンドの拡大を図ります。 

・ふるさと納税制度を活用し、地場産業の振興を図ります。 

基本的

な取組 

基本的な取組 主な内容 

情報発信の強化 

公式ＨＰ・ＳＮＳ等を活用した情報発信、有料プレスリリ

ースを活用したメディアへの情報発信、旅行者の利便性

向上及び市内消費拡大に向けた事業者による検索エンジ

ンへの登録促進 

旅行形態、観光客ニーズ

の把握 

デジタルマーケティングによる情報発信及び調査・分析、

伊東温泉観光客実態調査による調査・分析 

ブランドイメージの確

立 

本市の魅力や価値あるものの明確化と観光プロモーショ

ンによるブランドイメージの浸透 

イベント等の磨き上げ 
既存イベントの見直し、情報発信、中心市街地における回

遊の仕組みづくり、商店街等との連携 

観光施設の高付加価値

化 

観光施設の計画的な整備と維持管理、観光施設花壇の魅

力向上、施設情報（花の開花時期等）の積極的な情報発信 

外国人観光客の誘致 
デジタルマーケティングによる海外への情報発信及び調

査・分析、観光案内板・パンフレット等の多言語化 

ふるさと納税制度を活

用した地域振興の推進 
ふるさと納税制度の市内事業者への周知に向けた取組  
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第3次伊東市観光基本計画では、本格的な少子高齢化社会を迎える中で、これまで観光を基幹産業

として発展してきた本市において、今後も持続的に発展していく時代の変化に対応した観光振興の

あり方を明示し、観光を核にした関連産業の振興を図る観光行政を目指しています。 

以下は、第3次伊東市観光基本計画に掲載された内容です。 

方向性 内容 

１.観光プロモーションと情報

受発信機能の強化 

⑴「リラックスできるまち」のプロモーション 

⑵情報発信力の強化 

⑶情報収集のしくみ整備 

２.インバウンド観光の推進 ⑴外国人観光客の受入れ環境の整備 

⑵インバウンド観光人材の養成 

⑶海外に向けたマーケティング活動 

３. 推進体制の構築 ⑴目標達成度の検証と計画へのフィードバック（見直し）  

⑵市民への周知と参加の促進 

⑶多様な連携による計画の推進 
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以上の観光基本計画やまちの将来像からの位置づけから、１～２の観光施設の目指すべき姿を設

定します。 

 

 

１ 安全・安心に観光・レクリエーションを楽しめる環境を目指します。 

  

本市は全国有数の湧出量を誇る温泉地であり、伊東八景等の地域資源に恵まれ、観光

を基幹産業として発展してきました。 

本市の観光施設はいずれも本市中心部の伊東市街地地区に立地し、市民に親しまれる

施設として、また観光の公的施設の核として、多くの来訪者を迎え入れてきました。 

一方で、本市は震災時の津波等の危険性を有していることから、施設や周辺環境の安

全性を確保する必要があります。 

そのため、ハード・ソフト両面から利用者にとって安全・安心に観光・レクリエーシ

ョンを楽しめる環境を目指します。 

 

 

 

２ 時代のニーズに対応した観光施設環境の充実を目指します。 

 

 

本市の目指す将来像は「ずっと住みたい また来たい 健康保養都市 いとう」であり、

健康保養都市のイメージを “自然豊かな健康のまち”、“自然豊かな交流のまち”と定め

ています。これらの本市の強みを生かして「リラックスできるまち・いとう」を観光振

興の方向性とし、日々の疲れ、ストレスを心身ともにいやせるリラックスタウンを目指

しています。 

観光施設においては、旅行目的・形態の多様化や外国人旅行者の増加等、時代のニー

ズに応じた施設運営や利用用途の転換等を目指します。 

また、観光施設とともに施設周辺においても伊東らしさを追求し、伊東市街地地区の

めざすべき方向性「温泉情緒あふれるリラックスタウン」づくりに寄与するものとしま

す。 
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第３章 本市の概況 

３-１．人口の推移 

本市の人口は、2005年まで一定の水準を保ちながら増減していたもののその後減少傾向とな

り、2015年現在は68,345人となっています。 

年齢３区分別人口をみると、年少人口（15歳未満）及び生産年齢人口（15歳～64歳）は一貫

して減少し、老年人口（65歳以上）は大きく増加傾向となっています。生産年齢人口は、1985

年の47,500人から2015年には33,849人と1985年の約7割まで減少し、年少人口は、1985年の

14,124人から2015年には6,829人と、1985年の約5割まで減少しています。一方、老年人口は、

1985年の8,573人から2015年には26,762人と約3倍に増加し、老年人口割合も2015年には総人

口の約4割と高くなっています。 

今後、2025年には老齢人口が減少に転じ、人口減少がさらに進むと推計されています。 

 

■人口及び年齢３区分別人口の推移 

 
出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所 

■年齢３区分別人口割合の推移 

 
出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所  

14,124 11,408 10,273 9,529 8,975 8,014 6,829 5,792 4,860 4,147 3,588 3,206 2,865 

47,500 49,113 48,694 46,013 43,198 
39,255 

33,849 
30,846 

28,300 25,536 
21,992 

18,170 15,764 

8,573 10,697 13,317 
16,173 19,740 

23,547 
26,762 

27,566 
26,450 

25,234 
24,689 

24,369 
22,832 

5 3 5 528 621 
905 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年平成17年平成22年平成27年 令和2年 令和7年 令和12年令和17年令和22年令和27年

15歳未満 15歳～64歳 65歳以上 不詳

（人）

70,197 71,223 72,287 71,720 72,441 71,437 
68,345 

64,204 
59,610 

54,917 
50,269 

45,745 
41,461 

推計値実績値

20.1% 16.0% 14.2% 13.3% 12.4% 11.2% 10.0% 9.0% 8.2% 7.6% 7.1% 7.0% 6.9%

67.7% 69.0% 67.4% 64.2% 59.6% 55.0%
49.5% 48.0% 47.5% 46.5% 43.7% 39.7% 38.0%

12.2% 15.0% 18.4% 22.6% 27.2% 33.0%
39.2% 42.9% 44.4% 45.9% 49.1% 53.3% 55.1%

0.0% 0.0% 0.0%
0.7% 0.9% 1.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

昭和60年平成2年 平成7年平成12年平成17年平成22年平成27年令和2年 令和7年令和12年令和17年令和22年令和27年

15歳未満 15歳～64歳 65歳以上 不詳

推計値実績値
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３-２．財政の状況 

 (１) 歳入 

2007年度から2018年度までの普通会計決算の歳入は約225～278億円の間で推移しており、

年平均は約257億円となっています。市税は近年おおむね横ばい傾向となっており、2018年度

は約110億円となっています。 

市税等の自主財源と地方交付税等の依存財源の割合をみると、2018年度の歳入全体に占める

自主財源の比率は54.8％で、2007年度から8.9ポイント減少しています。 

 

■歳入決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省 

 

■自主財源比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省 

 

 

22,524 22,480

24,718 24,885 25,183
26,564 26,364 26,793 26,608

27,780 27,000 27,195

12,659 12,535 12,172 11,811 11,663 11,205 11,214 11,375 11,009 11,128 11,204 11,038

317 365 342 357 256 475 273 272 318 306 365 384

1,363 1,500 1,847 1,799 1,836 3,366
1,976 2,041 1,946 2,605 2,676 3,478

2,580 2,559 2,762 2,858 3,074
2,670

2,940 2,799 3,482 3,271 3,480 3,376
1,440 1,662 2,039 2,533 2,751

2,912
2,822 2,734 3,140 3,156 3,240 3,2652,287 2,265

4,156 3,445 3,519
3,635

3,937 4,351 3,961
4,348 4,099 3,805

1,878 1,594

1,400 2,082 2,084
2,302 3,202 3,221

2,750

2,966
1,936 1,850

0

5,000

10,000

15,000
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30,000
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市債

国庫支出金

地方交付税
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財源
その他自主
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諸収入

市税

（百万円）

（年度）

平均金額：

25,674百万円

依
存
財
源 

自
主
財
源 
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 (２) 歳出 

2007年度から2018年度までの普通会計決算の歳出は約219～271億円の間で推移しており、

年平均は約250億円となっています。このうち人件費は、2007年度の約67億円から2018年度に

は約44億円と約23億円減少しています。一方扶助費は、2007年度の約36億円から2018年度は

約53億円と約17億円増えています。 

歳出のうち、義務的経費（人件費・扶助費・公債費）はおおむね横ばいで推移し、歳出に占

める義務的経費の割合は2018年度で46.6％となっています。 

 

■歳出決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省 

 

 

■歳出に占める義務的経費の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省 
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３-３．公共建築物の現況 

 (１) 公共建築物の整備状況と保有量の推移 

本市の公共建築物は、2015年6月末時点の総延床面積が318,190.0㎡で、市民1人当たりでは

4.43㎡となっています。施設分類別延床面積は、学校（31.6％）が最も多く、次に市営住宅

（20.3％）、病院施設（12.5％）の順となっています。レクリエーション施設・観光施設の占

める割合は0.4％とわずかとなっています。 

整備状況をみると、1990年以降に老朽化した市役所本庁舎、幼稚園及び保育園の建替えや生

涯学習センター、コミュニティセンターの整備等が進められましたが、2006年度以降は大規模

な整備は少なくなり、老朽化した伊東市民病院（2012年度）、西小学校屋内運動場（2014年度）

の建替え及び環境美化センターの更新（同）が主なものとなっています。 

全ての公共建築物のうち築30年を経過している施設（1985年以前に建築した施設）は

162,260㎡で、全体の51.0％となっています。 

 

■公共建築物の整備状況と保有量の推移（2015年６月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 伊東市公共施設等総合管理計画 
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 (２) 耐震化の状況 

本市の公共建築物のうち、1981年以前の旧耐震基準で建設された施設の総延床面積は

138,912㎡で、全体の43.7％となっています。そのうち耐震化対策が未実施となっているのは

10,689㎡で、公共建築物全体の3.4％となっています。 

 

■公共建築物の耐震化の状況（2015年６月末現在） 

 
出典： 伊東市公共施設等総合管理計画 
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第４章 観光施設の実態 

４-１．観光施設の活用状況・運営状況等の実態 

 (１) 対象施設の概況 

本計画の対象施設は、市内の観光施設（観光会館本館、観光会館別館、ふれあいセンター、

市営海浜プールの計4施設)です。 

 

■対象施設の概況 

 

 

 

 

 

出典：伊東市 

             

施設名 経過年数

観光会館　本館 4,657.85 ㎡ 55年

観光会館　別館 765.26 ㎡ 39年

ふれあいセンター 856.80 ㎡ 29年

市営海浜プール 132.00 ㎡ 54年

延床面積
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■対象施設の外観・配置図 
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ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー 

 

市
営
海
浜
プ
ー
ル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：伊東市   
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 (２) 施設利用者数の変化                           

本計画の対象施設における利用者数は、2008年度から2019年度にかけて、観光会館、観光会

館別館、ふれあいセンターの3施設は多少の浮き沈みはあるもののほほ横ばいとなっています。

観光会館は約6万人、観光会館別館は約3万人、ふれあいセンターは約1万6千人が利用していま

す。 

しかし、市営海浜プールは、2008年度の約7千人をピークに減少傾向にあり、2019年度には

3割減の約5千人となっています。 

 

■利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：伊東市 

 

 

 (３) 保有部屋の活用状況 

本計画の対象施設における保有部屋の現状は以下の通りです。 

 

■保有部屋の状況 

観光会館 観光会館別館 ふれあいセンター 市営海浜プール 

室名 
室

数 
室名 

室

数 
室名 

室

数 
室名 

室

数 

ホール １ 会議室・展示室 1 展示室 1 25ｍプール １ 

会議室 ４   ギャラリー 1 児童プール １ 

    多目的ホール 1   

    会議室 1   

出典：伊東市 
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55,051
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41,568
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40,354
34,531 33,103
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13,198
17,586 15,567 16,730 16,152 17,975 15,602 17,254 16,85318,864 16,147 16,495

6,982

6,205 6,677 6,300 6,869 6,490 6,128 5,540 5,893 4,717 5,027 4,545

0

10,000
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30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

観光施設利用者数の推移

観光会館 観光会館別館 ふれあいセンター 市営海浜プール

（人）
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観光会館の活用状況は、2008 年度から 2019 年度までの間でホールの活用が最も多いで

す。 

また、保有する各部屋の利用者構成比は、ほぼ同じであるといえます。 

 

■観光会館 保有部屋の活用状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：伊東市 

■観光会館平面図 

 

 

 

  

会議室 

会議室 

会議室 

■３階平面図 

出典：伊東市 

■１階平面図 

■２階平面図 

ホール 

40,440

51,835

37,893 35,995
40,553

33,545 36,798 39,243 37,536

66,544

41,371
47,478 
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6,561
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4,760 8,184

9,418

9,300

10,408 
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1,831
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1,415
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1,374
1,488

1,956
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2,020

1,783 
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100,000
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観光会館（諸室別）利用者数の推移

ホール 第1会議室 第2会議室 第3会議室 第4会議室

（人）

会議室 
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ふれあいセンターの活用状況は、2008 年度から 2019 年度までの間で１階展示室の活用

が最も多く、約 5,600 人から約 7,800 人の間を推移しています。 

また、保有する各部屋の利用者構成比にはほぼ変化がありませんが、３階多目的ホール

の利用者数が 2008 年度の約 2,300 人から 2009 年度の約 6,800 人と約 3 倍に増加しまし

た。3 階多目的ホールの利用者数は、2010 年度以降も 1 階展示室に次いで 2 番目に利用者

数が多い傾向にあります。 

 

■ふれあいセンター 保有部屋の活用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：伊東市 

 

■ふれあいセンター平面図 
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■1 階平面図 ■２階平面図 ■３階平面図 ■４階平面図 
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市民ギャラリー 多目的 

ホール 

会議室 

会議室 

出典：伊東市 
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 (４) 対象施設の施設関連経費の推移 

対象の観光施設の修繕費は、2010年度から2019年度の間で約190万円～約550万円で推移し

ており、平均金額は約400万円となっています。内訳をみると、観光会館の平均修繕費が約185

万円と最も高くなっています。 

 

■観光施設の施設修繕費の推移 

 

 

 

出典：伊東市、伊東市振興公社 

  

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 10か年平均

観光会館 289 247 339 232 74 121 162 245 38 101 185

観光会館別館 18 138 25 36 81 22 37 30 47 80 51

ふれあいセンター 45 136 101 129 2 176 152 160 159 42 110

海浜プール 39 28 79 4 34 86 85 107 78 17 56

合計 391 549 544 401 191 406 436 542 321 240 402

391 
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191 
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321 

240 
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（万円）

観光会館 観光会館別館 ふれあいセンター 海浜プール

平均金額：

約400万円

（単位：万円） 
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対象の観光施設の工事費は、2010年度から2019年度の間で約160万円～約1,800万円で推移

しており、平均金額は約380万円となっています。 

内訳をみると、建築工事、設備工事の実施はありますが、外構工事は実施されていません。

また、建築工事及び設備工事の実施年度とその内訳にもばらつきがあります。 

 

■観光施設の施設工事費の推移 

 

※ふれあいセンター及び市営海浜プールについては、上記期間内に工事なし 

 

 

出典：伊東市 

 

  

工事内容 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 計

建築工事 0 0 0 420 0 0 588 398 0 0 1,407

設備工事 158 0 0 0 0 0 406 0 0 0 563

計 158 0 0 420 0 0 994 398 0 0 1,970

建築工事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

設備工事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,793 1,793

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,793 1,793

158 0 0 420 0 0 994 398 0 1,793 3,763
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158

（万円）

420
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1,793

平均金額：

約380万円

（単位：万円） 
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■観光施設の光熱水費の推移 

対象の観光施設の光熱水費は、2010年度から2019年度の間で約8,500万円～約1億2,000万円

で推移しており、平均金額は約1億1,000万円となっています。 

内訳をみると、観光会館の使用料が最も多く、市営海浜プールの使用料が最も少なくなって

います。 

また、使用料の構成比は変わりませんが、全体の金額は2016年度以降、減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：伊東市振興公社 
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 (５) 対象施設の経年別保有面積の推移と施設分類別建築年別延床面積割合 

対象建物の延床面積を建築年度別にみると、築30年以上の建物が86.6％、築20年以上の建物

が100％を占めています。 

なお、旧耐震基準（1981年以前）の建物延床面積は86.6％となっており、観光会館、観光会

館別館、市営海浜プールが該当します。 

 

 

■対象施設等の築年別状況 
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築20年以上 4棟（100%） 0.6万㎡（100%）

対象建物

4棟

0.6万㎡

（年度）

築30年以上 3棟（75%） 0.6万㎡（87%）

築30年以上

765㎡(11.9%)

築40年以上

0㎡(0.%)
築20年以上
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0㎡(0.%)
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築年別整備状況

新耐震基準（昭和57年以降）

1棟（25%） 857㎡（13%）

旧耐震基準（昭和56年以前）

3棟（75%） 0.6万㎡（87%）

小学校 校舎 中学校 校舎 小学校 体育館 中学校 体育館 武道場 幼稚園 寄宿舎 給食センター その他

3 棟（75.0％）5,555 ㎡（86.6％） 1 棟（25.0％）857 ㎡（13.4％） 

4,790 ㎡（74.7％） 0 ㎡（0.0％） 765 ㎡（11.9％） 857 ㎡（13.4％） 0 ㎡（0.0％） 0 ㎡（0.0％） 

築 30 年以上 3 棟（75.0％） 5,555 ㎡（86.6％） 

築 20 年以上 4 棟（100.0％） 6,412 ㎡（100.0％） 

6,412 ㎡ 
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 (６) 将来の更新コストの予測 

改築と大規模改修による従来型の更新を実施した場合の更新コストを試算します。 

試算条件は、以下の様に設定します。 

 

■観光施設維持・更新コスト（従来型）試算条件 

施設の種類 工種 周期 単価 

観光施設 

改築 40年 400,000円/㎡ 

大規模改修 20年 
100,000円/㎡ 

（改築単価×25％） 

レクリエー 

ション施設 

改築 40年 360,000円/㎡ 

大規模改修 20年 
79,200円/㎡ 

（改築単価×22％） 

※改築周期、大規模改修周期は、観光施設の長寿命化計画策定に係る解説書に基づき設定 

 

軽微な修繕を実施し、40年程度で改築するという従来型で管理した場合、今後40年間の年平

均約0.9億円、総額約38億円になります。なお、今後10年間で改築を要する建物が集中し、約24

億円の維持・更新コストが必要となっています。 

 

■今後の維持・更新コスト（従来型） 
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今後の維持・更新コスト（従来型）

40年間の総額

38億円

2.4億円/年

対象建物

0.6万㎡

4棟

40年間の平均

0.9億円/年

4.5倍

過去の

施設関連経費

0.2億円/年

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

大規模改修

6,412 ㎡ 

37.5 億円 
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４-２．観光施設の老朽化状況 

 (１) 構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価 

現地での目視調査等を実施し、「屋根・屋上」「外壁」「内部仕上げ」「電気設備」「機械

設備」の 5 つの部位に関して A～D の 4 段階評価を棟ごとに行い、健全度を算出しました。 

なお、健全度の算出に当たっては、文部科学省の学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書

を参考に算出しています。 

 

■参考：評価基準と健全度算定の考え方 
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■構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価 

 

 

 

 

1 観光会館 RC 3 4,658 1965 55 旧 - - - - 長寿命 B D C C C 34

2 観光会館別館 RC 2 765 1981 39 旧 - - - - 長寿命 B D C B B 43

3 ふれあいセンター RC 3 857 1991 29 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

4 市営海浜プール RC 1 132 1966 54 旧 - - - - 改築 A B A C C 78

建物基本情報 構造躯体の健全性 劣化状況評価

通し

番号
施設名 試算上の

区分

構造 階数

延床

面積

（㎡）

築

年数

機

械

設

備

健全度

（100点

満点）基準 診断 補強
調査

年度

耐震安全性 長寿命化判定 屋

根

・

屋

上

外

壁

内

部

仕

上

電

気

設

備

圧縮

強度

（N/㎟）

建築

年度

※試算上の区分（長寿命化、改築）の定義 

 長寿命化：建物を将来に亘って長く使い続けるために耐用年数を延ばすこと。（物理的な不具合を直し耐久性を高めることに加え、機能や性能を求められる水準まで引き上げること） 

 改 築：老朽化により構造上危険な状態にあったり、教育上、著しく不適当な状態にあったりする既存の建物を「建て替える」こと。 



-24- 

 (２) 今後の維持・更新コスト（長寿命化型） 

大規模改修に加え、長寿命化改修による計画的な更新を実施した場合の更新コストを試算し

ます。試算条件は、以下の様に設定します。 

 

■観光施設維持・更新コスト（長寿命化型）試算条件 

施設の種類 工種 周期 単価 

観光施設 

改築 80年 400,000円/㎡ 

長寿命化改修 40年 240,000円/㎡（改築単価×60％） 

大規模改修 20年 100,000円/㎡（改築単価×25％） 

部位修繕 今後10年以内  

レクリエー 

ション施設 

改築 80年 360,000円/㎡ 

長寿命化改修 40年 216,000円/㎡（改築単価×60％） 

大規模改修 20年 79,200円/㎡（改築単価×22％） 

部位修繕 今後10年以内  

※改築周期、大規模改修周期は、学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書に基づき設定 

 

竣工から40年で長寿命化改修を実施し、80年程度で改築するという長寿命化型で管理した場

合、今後40年間の年間平均コストは約１.0億円、総額約41.3億円になります。 

なお、今後10年間は、15億円程度で推移し、25年後に観光会館の改築が想定されています。 

しかし、従来型と比べると今後40年間では、縮減効果が得られないものの、今後10年間におい

ては、長寿命化することによる縮減効果が得られています。 

 

■今後の維持・更新コスト（長寿命化） 

    

0
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9
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9

2
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1

2
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3

2
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5

2
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7

2
05

9

（億円）

（年度）

10年間 10年間

0.3億円/年

10年間

2.1億円/年

10年間

0.2億円/年

今後の維持・更新コスト（長寿命化型）

1.5億円/年

対象建物
4棟

0.6万㎡

40年間の総額

41億円

40年間の平均

1.0億円/年

5.1倍

過去の

施設関連経費
0.2億円/年

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

大規模改修

6,412 ㎡ 

41.3 億円 
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第５章 観光施設整備の基本的な方針等 

５-１．観光施設の規模・配置計画等の方針 

 (１) 伊東市公共施設等総合管理計画の基本方針（2016 年 3 月策定：抜粋） 

伊東市公共施設等総合管理計画で定めている公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する

基本方針、施設類型ごとの管理に関する基本方針は以下の通りとなります。 

 

■伊東市公共施設等総合管理計画の方針 

公
共
施
設
等
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
管
理 

に
関
す
る
基
本
的
な
方
針 

公
共
建
築
物
の
み
抜
粋 

【基本方針１】保有する公共施設等総量の適正化 

■公共建築物については、地域のニーズや社会情勢を的確に捉え、必要なサ

ービス水準を確保しながら、施設の廃止、複合化、集約化、用途変更等に

より、総量の適正化を図ります。 

【基本方針２】長寿命化の推進 

■大規模な公共建築物については、これまでの対処療法的な修繕（事後保

全）から、計画的効率的な修繕（予防保全）への転換を進め、中長期的な

視点に立った計画的な維持管理に努めることにより、施設を長期にわたっ

て使用できるようにします。 

■更新や修繕時期の集中化を避け、歳出の平準化を図ります。 

【基本方針３】民間活力の導入 

■指定管理者も含め、民間事業者等の持つノウハウや資金の積極的な導入を

検討するなど、施設の整備や管理における民間活力の導入を図り、財政負

担の軽減とサービス水準の向上を図ります。 

施
設
類
型
ご
と
の
管
理
に
関
す
る 

基
本
的
な
方
針 

該
当
施
設
の
み
抜
粋 

【文化・社会教育施設】 

■観光会館及び同別館については、老朽化が著しいため、建替えも視野に入

れる中、計画的に優先順位を付けて修繕を実施していきます。 

【スポーツ・レクリェーション施設】 

■ふれあいセンター、海浜プールについては、指定管理者による管理を継続

する中、維持管理コストの節減を図っていきます。 
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 (２) 観光施設個別施設計画の基本方針 

観光施設個別施設計画の基本方針は、伊東市公共施設等総合管理計画にある公共施設等の

総合的かつ計画的な管理に関する基本方針、施設類型ごとの管理に関する基本方針に基づき

設定します。 

 

伊東市観光施設個別施設計画の基本方針 

・観光施設については、他の公共施設と更新時期が重なることから、計画的かつ効率

的な修繕（予防保全）への転換を進め、中長期的な視点に立った計画的な維持管理

に努めることにより、ライフサイクルコストの縮減を目的とした長寿命化を進めま

す。 

・観光施設は、旅行目的・形態の多様化や外国人旅行者の増加等、時代のニーズに対

応する施設運営や利用用途の転換等を図ります。 

・観光施設等の整備にあたっては、防災・地域交流拠点等の多面的利用、冷暖房設備

の充実、バリアフリー対策の充実等の社会・地域ニーズへの対応を視野に入れた整

備を検討します。 

 

 (３) 観光施設の規模・配置計画等の方針 

本計画で検討している観光施設については、現在の規模及び配置を維持することを基本と

し、適切に維持管理を行います。 
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５-２．改修等の基本的な方針 

 (１) 長寿命化の方針 

本市の公共施設の大半が改築の契機を迎えており、本市の厳しい財政状況の下では、従来の改

築を中心とした老朽化対策では対応しきれない状況下にあります。中長期的な維持管理等に係

るトータルコストの縮減・予算の平準化を図るために、改築よりも工事単価が安価で、廃棄物や

二酸化炭素の排出量の少ない長寿命化改修への転換を図ります。 

なお、本市の観光施設の半数は、竣工から50年以上が経過しているため、同周期で長寿命化改

修を実施すると財政負担の増加が懸念されるため、必要に応じて財政状況と費用対効果を検証

し、長寿命化改修の実施の有無、周期・改修メニューを検討します。 

 

 (２) 目標耐用年数、改修周期の設定 

本市の観光施設は、長寿命化の方針に基づき、建築後 80 年まで使用することを目標に、大規

模改修周期を 20 年（竣工より 20 年、60 年）、長寿命化改修周期を 40 年（竣工より 40 年）で

実施することを基本とします。 

 

■目標耐用年数及び改修周期 

目標使用年数 大規模改修の周期 長寿命化改修の周期 

80年 築20年 / 60年 築40年 

 

■長寿命化のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（文部科学省） 
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第６章 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

６-１．改修等の整備水準 

対象施設の実態や方針を踏まえ、今後の観光施設の整備項目と整備水準を以下のように設定し

ます。なお、実際の対象施設の更新や改修の際には、本計画において設定した整備項目と整備水準

をもとに具体的な検討を行います。 

 

■主要な整備項目に関する水準 

整備項目 整備水準 

屋上・屋根 ・屋上防水は、原則として、既存の防水仕様は撤去・更新し、長寿命で耐久

性に優れた材料・工法を選定します。選定に際しては、今後の供用年数を

考慮し費用対効果が高い材料・工法を採用します。ただし、防水工事を実

施済である施設等においては、老朽度の程度に応じて維持、若しくは既存

防水層非撤去工法とします。 

外部仕上げ ・RC造の施設の外壁は、中性化試験を実施した上で中性化の進行状況に応じ

た中性化抑制対策を行います。 

・外壁はクラック、欠損など適切な補修を行い、外壁仕上げは長寿命で耐久

性に優れた材料・工法を選定します。選定に際しては、今後の供用年数を

考慮し費用対効果が高い材料・工法を採用します。また、色調は周辺環境

との調和に配慮します。 

内部仕上げ ・内壁仕上げは、各室の用途や利用特性に配慮し、長寿命で耐久性に優れた

材料・工法を選定します。選定に際しては、今後の供用年数を考慮し費用

対効果が高い材料・工法を採用します。 

・トイレの床材については、ドライ化により清潔感を確保します。 

電気設備 ・照明設備のLED化や人感センサーの導入など、省電力化やランニングコス

トの低減に配慮した省エネルギー効果の高い機器を選定します。 

機械設備 ・空調設備は、各施設の用途や利用特性に配慮し、エネルギーの有効利用を

図った計画とします。 

・その他機械設備は、CO2の削減やランニングコストの低減に配慮した省エ

ネルギー効果の高い機器を選定します。 
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また、前述の整備水準の他に、対象施設の更新や改修の際には、今後一層多様化する観光施設に

対する社会的要請に対しても、できる限り応えていく必要があります。そうした社会的要請につい

ては、対象施設の更新及び改修の際にあわせて検討していきます。 

 

■その他の整備項目に関する水準 

整備項目 整備水準 

ユニバーサ

ルデザイン 

・玄関から諸室まで、車いす利用者等が移動しやすいよう段差の解消を維持

し、すべての利用者が安全安心に利用できるバリアフリー機能を付加しま

す。 

・トイレの洋式化、多機能トイレの利用環境を維持します。 

防災機能 ・書棚ロッカー等は、転倒防止のため壁や床への固定を検討します。 

防犯機能 ・不審者の侵入を防ぐため、敷地出入口や職員の目の届きにくい場所に防犯

カメラの設置を検討します。 

ICT設備 ・執務室等にICT機器を使用するための設備整備を検討します。 

・多言語化に対応した機器の設置を検討します。 

 

 

６-２．維持管理の項目・手法等 

観光施設における従来の主な点検・調査には、法令で義務付けられている建築基準法第 12 条点

検や設備機器の定期点検等があります。今後、予防保全型の施設管理を推進していくにあたって、

建物の劣化状況を的確に把握することが不可欠となります。そのため、建築基準法第 12 条点検と

は別に、老朽化調査を行うことで、老朽箇所や危険箇所が早期に発見でき、適切な修繕を早期に実

施することが可能となります。 

 

■維持管理の項目・手法・周期 

点検・調査 調査者 調査項目 
実施年度 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 … 

建築基準法 

第12条点検 

一級建築士等

有資格者 

「特定建築物

的調査業務基

準」による 

 ●  ●  ●  … 

設備機器 

定期点検 
専門業者等 

設備機器に関

する法令に準

拠する 

設備機器ごとに定期点検 … 

日常点検 施設管理者等 － ● ● ● ● ● ● ● … 
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第７章 長寿命化の実施計画 

７-１．今後 5 年間の実施計画 

これまでの内容を踏まえ、長寿命化型の試算に基づき、5 年間の実施計画を示します。 

 

■今後 5 年間の実施計画 

 2021 2022 2023 2024 2025 

R3 R4 R5 R6 R7 

改築     

市営海浜プール 

プ ー ル 付 属 施 設

改築 

42 百万円 

長寿命化改

修 
  

観光会館 

屋上防水・外壁改

修等 

200 百万円 

観光会館 別館 

屋上防水・外壁改

修等 

35 百万円 

 

設備改修 

観光会館 

第 3 会議室空調

設備改修 

4 百万円 

ふれあいセンター 

エレベータ更新 

 

21 百万円 

   

維持修繕費 

（想定） 

4 百万円 4 百万円 4 百万円 4 百万円 4 百万円 

光熱水費・ 

委託費 

（想定） 10 百万円 10 百万円 10 百万円 10 百万円 10 百万円 

合計 18 百万円 35 百万円 214 百万円 49 百万円 56 百万円 

 

 

７-２．維持・更新の課題と今後の方針 

本市に立地する多くの公共施設（特に市営住宅、学校施設）においては、竣工から40年以上が

経過しているため、全市的な優先順位等を検討する必要があります。そのため、劣化状況の著し

い部位に関して長寿命化改修を優先的に実施し、その他の修繕・工事については、公共施設総合

管理計画や他の個別施設計画と調整を行い、他施設との改修スケジュールを調整します。 

観光会館、観光会館別館については、立地特性上、塩害の影響を受けることから、建替のタイ

ミングで他施設との統合や移転を検討します。 
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第８章 個別施設計画の継続的運用方針 

８-１．情報基盤の整備と活用 

観光施設の維持管理費や利用状況などに関する情報は、所管部署で個別に保有・管理されてお

り、全庁的な情報の統一や整理がなされていない状況であります。 

そのため、公共施設等総合管理計画の策定部署、その他個別施設計画の策定部署との横断的な

調整の基、データベース化を含めた情報の一元化を図ります。 

 

８-２．推進体制等の整備 

本計画の推進に当たっては、これまでのような市役所組織の縦割りによる管理だけでは適正

に進めることはできません。そこで、観光施設を含む公共施設等を所管する部署間での調整を

行い、全体的な視点に基づく意思決定ができる組織体制を確立させ、組織横断的な調整機能を

発揮させた進行管理を行うとともに、計画や目標の見直しを図ります。 

なお、計画の実施には技術的な検証が重要であるため、専門的技術力を有する職員を継続的に

養成し、技術的手法や管理水準の見直しを的確に実施できる体制を整えていきます。 

 

８-３．フォローアップ 

本計画を推進するために、Ｐｌａｎ（計画）⇒Ｄｏ（実施）⇒Ｃｈｅｃｋ（評価）⇒Ａｃｔｉ

ｏｎ（改善）の４つの視点に基づくＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を行うことを検討していき

ます。毎年度の予算編成作業前に進捗状況のチェックを行い、継続的な取組を推進していくとと

もに、歳入の減少や国の制度改正、工事単価の大幅な変化など、試算の前提条件に変更が生じた

場合は、適宜見直しを行うこととします。 

また、市民と行政が問題意識を共有し、将来のあるべき姿について幅広い議論を進めるために、

施設に関する情報や評価結果を積極的に開示していきます。 


